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１．道路の老朽化の現状
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１．道路の老朽化の現状
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関東地方整備局管内の橋梁のうち建設後50年を超える橋梁は、2013 年度現在で
21% 、10年後は42% 、20年後には62% まで急増する見込み。

１）老朽化の現状



１．道路の老朽化の現状
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２）老朽化の事例（直轄国道）



１．道路の老朽化の現状
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３）老朽化の事例（市道）



１．道路の老朽化の現状
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４）重量違反車両が道路に及ぼす影響

¸ 車両の重量による道路構造物の疲労に及ぼす影響は、舗装で４乗
RC床版で１２乗といわれています。

¸ 仮に、大型車両１台が、軸重１０トンの基準よりも２トン超過した
場合は、舗装に対しては約２台分、RC床版に対しては約９台分の
疲労が蓄積されることとなります。

舗装に与える疲労イメージ RC床版に与える疲労イメージ
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２．違反車両による社会的影響

7



8

２．違反車両による社会的影響

１）大型車両による事故統計

¸公益社団法人全日本トラック協会の発表によると、平成26年の死亡事故件数は
全国で330 件。事故発生地別では東京都26件、千葉県18件、神奈川県17件で
あり、この1都2県で全国の死亡事故件数の約２割を占めている。

¸なお、車両区分別（大型/ 中型/ 普通）では、例年大型車両の割合が約6割を占
めている。

צּ ךּ︣

︡ צּ

※さらに、特車制度を違反した車両は安全性が
担保されていないため
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２．違反車両による社会的影響
２）特殊車両の事故事例①
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２．違反車両による社会的影響
２）特殊車両の事故事例②
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２．違反車両による社会的影響
２）特殊車両の事故事例③
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２．違反車両による社会的影響
２）特殊車両の事故事例④
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３．適正化方針の概要
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３．適正化方針の概要
１）道路の老朽化対策に関する取り組みの概略
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︡ ︡ ︣ する一方で、
︡ し、大型車両の通行の適正化を進める。

１．ỂḰễ% ︡ ẑּצ נּ ị
ḭ一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。

ỄỂ צּ נּ ḭ ểỂ ỆḯỂỂỂ

２．車両の大型化、積載率の向上及び許可手続の迅速化等による効率的かつ迅速な物流の実現が望ま
れている。

︡

ṕểṖ ︣
①自動計測装置の増設

②コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取締る等各道
路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施

ṕễṖ
①国土交通省（道路局及び自動車局）、 警察庁、高速道路会社及び全日本トラッ

ク協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含めた
啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施

②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社６社に対し、
取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示

③自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業
法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検
討を実施。

ṕểṖ ṇ
・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を、国際海上コンテナセミトレーラ

と同等の11.5 ﾄﾝに緩和

ṕỄṖỆệ ṇ וֹףּ ︡
・45フィートコンテナを積載する車両を始め、バン型等のセミトレーラの車両長

の制限の緩和

ṕễṖ
①主要道路情報のデータベース化を促進

②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進

③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施

④通行許可に係る審査体制の集約化

ṕỆṖ ︣
①違反実績のない者に対して許可期間（現行２年）の延長

②ITS技術を活用した通行経路把握による通行許可の運用

ὕ

H25₴↓ ὕ

H26₴↓ʴ ὕ

ὕ

H26₴↓ ὕ

H26₴↓ ὕ

H26₴↓ ὕ

ὕ

H27₴↓ ὕ ׄ ρ

H27₴↓ὕ ׄ ρ

H28₴↓ὕ ׄ ρ

※車両総重量20t を超える違反車両

︣ כֿ

ṕỄṖ ︣
①国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実

施（措置命令４回又は是正指導５回で告発）

②特に基準の２倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を
確認した場合は即時告発を実施

③改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査の実施
また、報告徴収・立入検査を拒む者に対しては告発を実施

H25₴↓ ὕ

H26₴↓ ὕ

H26₴↓ʴ ὕ

H26₴↓ ὕ
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３．適正化方針の概要
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４．適正化方針の運用状況
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４．適正化方針の運用状況

１）適正利用者に対する措置（緩和のポイント①）
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ṕểṖ ṇ
・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を、国際海上コンテナセミトレーラと同

等の11.5 ﾄﾝに緩和 H26₴↓ʴ ὕ
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４．適正化方針の運用状況

１）適正利用者に対する措置（緩和のポイント②）
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ṕỄṖỆệ ṇ וֹףּ ︡
・45フィートコンテナを積載する車両を始め、バン型等のセミトレーラの車両長の制

限の緩和 H26₴↓ʴ ὕ
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４．適正化方針の運用状況

１）適正利用者に対する措置（緩和のポイント③）

19

ṕễṖ
①主要道路情報のデータベース化を促進

②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進

③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施

④通行許可に係る審査体制の集約化

ὕ

H26₴↓ ὕ

ὕ

H27₴↓ ὕ ׄ ρ

大型車両の通行を誘導すべき道路の区間の指定

26 10 27



４．適正化方針の運用状況

１）適正利用者に対する措置（緩和のポイント③）
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ṕễṖ
①主要道路情報のデータベース化を促進

②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進

③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施

④通行許可に係る審査体制の集約化

ὕ

H26₴↓ ὕ

ὕ

H27₴↓ ὕ ׄ ρ

平成2６年１０月２７日運用開始



４．適正化方針の運用状況

１）適正利用者に対する措置（緩和のポイント④）
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ṕễṖ
①主要道路情報のデータベース化を促進

②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進

③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施

④通行許可に係る審査体制の集約化 H27₴↓ ὕ ׄ ρ

ὕ

H26₴↓ ὕ

ὕ
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４．適正化方針の運用状況

１）適正利用者に対する措置（緩和のポイント⑤）
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ṕỆṖ ︣
①違反実績のない者に対して許可期間（現行２年）の延長

②ITS技術を活用した通行経路把握による通行許可の運用

H27₴↓ὕ ׄ ρ

H28₴↓ὕ ׄ ρ

平成2７年１１月２５日～１２月２４日
意見公募（パブコメ）



４．適正化方針の運用状況

１）適正利用者に対する措置（緩和のポイント⑤）

23



４．適正化方針の運用状況

２）違反者に対する措置（強化のポイント①）

24

ṕểṖ ︣
①自動計測装置の増設

②コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取締る等各道
路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施 ὕ

H26₴↓ ὕ 27 פּ
WIM



４．適正化方針の運用状況

２）違反者に対する措置（強化のポイント②）

25

ṕỄṖ ︣
①国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実

施（措置命令４回又は是正指導５回で告発）

②特に基準の２倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を
確認した場合は即時告発を実施

③改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査の実施
また、報告徴収・立入検査を拒む者に対しては告発を実施

H25₴↓ ὕ

H26₴↓ ὕ

H26₴↓ ὕ
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４．適正化方針の運用状況

２）違反者に対する措置（強化のポイント②）
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（出典）平成27年6月3日NEXCO東日本プレスリリース

【平成27年12月現在】

¸ H27.6.3 NEXCO東日本 超過値57.05 ｔ
¸ H27.6.3 NEXCO西日本 超過値28.35 ｔ
¸ H27.7.29 NEXCO中日本 超過値25.75 ｔ
¸ H27.8.7 NEXCO西日本 超過値30.20 ｔ
¸ H27.9.30 NEXCO中日本 超過値33.30 ｔ

超過値26.00 ｔ
超過値25.70 ｔ

¸ H27.10.9   NEXCO 西日本 超過値41.80 ｔ
超過値30.35 ｔ

¸ H27.10.27 NEXCO東日本 超過値44.05 ｔ

※日付は記者発表日

ṕ Ễ Ṗ



４．適正化方針の運用状況

２）違反者に対する措置（強化のポイント③）
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ṕễṖ
①国土交通省（道路局及び自動車局）、 警察庁、高速道路会社及び全日本トラッ

ク協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含めた
啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施

②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社６社に対し、
取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示

③自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業
法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検
討を実施。

H25₴↓ ὕ

H26₴↓ ὕ

H26₴↓ ὕ
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平成27年1月27日全国の地方初、中部地域連絡協議会設立

警視庁 交通部
千葉県警察本部 交通部
神奈川県警察本部 交通部
国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部
国土交通省 関東運輸局 自動車交通部
国土交通省 関東運輸局 自動車監査指導部
国土交通省 関東運輸局 自動車技術安全部

国土交通省 関東地方整備局 道路部

千葉県 県土整備部
東京都 建設局 道路管理部
神奈川県 県土整備局 道路部
千葉市 建設局 土木部
川崎市 建設緑政局 道路管理部
横浜市 道路局 道路部
相模原市 都市建設局 土木部

東日本高速道路株式会社 関東支社 管理事業部
中日本高速道路株式会社 東京支社 保全･ｻｰﾋﾞｽ事業部
中日本高速道路株式会社 八王子支社 保全･ｻｰﾋﾞｽ事業部
首都高速道路株式会社 保全・交通部

ᶮ

̱

̝

（順不同）

一般社団法人 千葉県トラック協会
一般社団法人 東京都トラック協会
一般社団法人 神奈川県トラック協会
一般社団法人 全国クレーン建設業協会 千葉支部
一般社団法人 全国クレーン建設業協会 東京支部
一般社団法人 全国クレーン建設業協会 神奈川支部



４．適正化方針の運用状況

２）違反者に対する措置（強化のポイント④）

28

ṕễṖ
①国土交通省（道路局及び自動車局）、 警察庁、高速道路会社及び全日本トラッ

ク協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含めた
啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施

②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社６社に対し、
取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示

③自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業
法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検
討を実施。
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４．適正化方針の運用状況

２）違反者に対する措置（強化のポイント④）
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